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１　

は
じ
め
に

国
立
市
は
、
東
京
都
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
８
・

15
㎢
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
空
間
の
中
に
、
美
し
く
住
み

や
す
い
市
街
地
と
貴
重
な
自
然
と
が
調
和
し
た
文
教

都
市
で
す
。

市
の
前
身
で
あ
る
「
谷
保
村
」
は
、
戦
時
中
の
疎

開
と
戦
後
の
住
宅
復
興
に
よ
っ
て
人
口
が
急
増
し
、

昭
和
26
年
に
「
国
立
町
」
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後

市
民
や
学
生
を
中
心
に
文
教
地
区
指
定
運
動
が
起
こ

り
、
昭
和
27
年
に
は
市
北
部
の
大
半
が
東
京
都
文
教

地
区
建
築
条
例
に
基
づ
く
「
文
教
地
区
」
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
も
人
口
は
増
加
を
続
け
、
昭
和

42
年
に
は
現
在
の
国
立
市
が
誕
生
し
ま
し
た
。

国
立
市
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
に
「
人
間

を
大
切
に
す
る
ま
ち
」
を
掲
げ
、「
こ
の
地
か
ら
新

た
な
国
が
立
つ
」
よ
う
な
、
先
導
的
で
多
様
性
・
寛

容
性
の
あ
る
文
化
や
風
土
を
創
出
し
、
人
間
を
大
切

に
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
ま
ち

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

２　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景
と
経
緯

国
立
市
で
は
、
昭
和
60
年
に
「
国
立
市
婦
人
問
題

行
動
計
画
」
を
策
定
し
、
平
成
５
年
に
「
国
立
市
男

女
平
等
推
進
計
画
」
に
名
称
を
変
更
、
そ
の
後
４
回

の
改
定
を
経
て
、
現
在
は
「
国
立
市
第
５
次
男
女
平

等
・
男
女
共
同
参
画
推
進
計
画
」（
計
画
期
間
：
平

成
28
年
度
か
ら
平
成
35
年
度
）
の
下
、
男
女
平
等
参

先進・ユニーク条例【解説】

　国立市は「国立市女性と男性及び多様な性
の平等参画を推進する条例」を制定した（平
成30年４月１日施行）。
　性自認や性的指向などを、本人の意思に反
して第三者が周囲に公表する「アウティング」
と呼ばれる行為を禁じる規定を盛り込んだ全
国初の条例。

画
の
実
現
に
向
け
た
施
策
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
今
も
な
お
「
女
ら
し
さ
、
男
ら
し
さ
」

に
代
表
さ
れ
る
固
定
的
性
別
役
割
分
担
意
識
は
根
強

く
、
パ
ー
ト
ナ
ー
間
で
の
暴
力
、
経
済
格
差
、
政
治
へ

の
参
画
格
差
、
教
育
格
差
等
の
多
く
の
課
題
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
人
口
の
７
・６
％
（
電
通
ダ
イ
バ
ー
シ

テ
ィ
・
ラ
ボ
調
査
２
０
１
５
）
と
言
わ
れ
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

に
つ
い
て
は
、
そ
の
潜
在
性
と
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
を

困
難
に
さ
せ
る
社
会
構
造
か
ら
、
課
題
が
十
分
に
可

視
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
性
別
を
理
由
と
し
た
差
別
や
偏
見
等

の
課
題
は
、
長
い
時
間
を
か
け
て
家
庭
・
職
場
・
学

校
・
地
域
等
の
様
々
な
生
活
の
場
面
に
根
を
下
ろ
し

た
も
の
で
、
行
政
だ
け
で
の
解
決
に
は
限
界
が
あ
り

国
立
市
女
性
と
男
性
及
び
多
様
な
性
の

平
等
参
画
を
推
進
す
る
条
例

国
立
市
政
策
経
営
部
市
長
室
平
和
・
人
権
・
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
係
　
市
川　

綾
子

東京都
国立市
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ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
生
活
の
場
面
に
潜
む
性
別
を
理
由

と
し
た
様
々
な
課
題
解
決
に
は
、
市
、
市
民
、
教
育

関
係
者
及
び
事
業
者
等
が
一
体
と
な
っ
た
総
合
的
な

取
組
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
理
念
を
表
す
た
め
の

条
例
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
条
例
の
内
容

に
つ
い
て
は
、
市
の
附
属
機
関
で
あ
る
「
国
立
市
男

女
平
等
推
進
市
民
委
員
会
」
に
諮
問
し
、
約
１
年
間

掛
け
て
検
討
を
行
い
、
こ
の
委
員
会
答
申
を
基
に
し

て
「
国
立
市
女
性
と
男
性
及
び
多
様
な
性
の
平
等
参

画
を
推
進
す
る
条
例
」
は
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

委
員
会
で
検
討
し
た
骨
子
案
は
、
タ
ウ
ン
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
（
全
４
回
）
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

（
募
集
期
間
：
平
成
29
年
５
月
１
日
か
ら
５
月
21
日

ま
で
）
を
通
じ
て
公
開
し
、
市
民
等
か
ら
広
く
意
見

を
募
り
ま
し
た
。
検
討
の
過
程
で
は
、パ
ブ
リ
ッ
ク
・

コ
メ
ン
ト
に
寄
せ
ら
れ
た
市
民
の
意
見
が
大
き
な
転

換
点
に
な
り
ま
し
た
。
条
例
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る

「
性
的
指
向
・
性
自
認
の
公
表
に
つ
い
て
の
権
利
」

が
盛
り
込
ま
れ
た
の
は
、
市
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
施
策
全
般

を
共
に
検
討
し
て
い
る
市
内
在
住
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
当
事

者
か
ら
の
意
見
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

条
例
制
定
に
至
る
ま
で
に
は
、
市
民
等
を
初
め
と

し
た
非
常
に
多
く
の
多
様
な
方
々
と
共
に
意
見
を
交

わ
し
、
国
立
市
に
お
い
て
女
性
と
男
性
と
多
様
な
性

の
平
等
を
実
現
す
る
た
め
に
は
何
が
必
要
か
、
何
が

課
題
か
を
熱
心
に
議
論
し
ま
し
た
。
条
例
の
本
体
も

も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
こ
の
議
論
や
意
見
交
換
の
過
程

そ
の
も
の
と
、
関
わ
っ
た
人
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
て
持

ち
帰
っ
た
も
の
の
中
に
も
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
と

感
じ
ま
す
。

３　

条
例
内
容
に
つ
い
て

条
例
は
全
19
条
か
ら
な
り
、
前
文
に
加
え
て
、
第

１
章
総
則
、
第
２
章
基
本
的
施
策
、
第
３
章
推
進
体

制
、第
４
章
雑
則
の
４
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
。

全
て
の
人
が
、
性
別
の
壁
を
越
え
て
、
互
い
の
人
権

を
尊
重
し
合
い
、
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
で
き

る
男
女
平
等
参
画
社
会
を
築
く
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
市
・
市
民
・
教
育
関
係
者
・
事
業
者
等
が
一
体

と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
条
例

の
対
象
は
、
国
立
市
で
学
び
、
働
き
、
集
う
全
て
の

人
で
す
。

こ
こ
で
市
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
従
来
的
な
女

性
と
男
性
の
間
の
格
差
解
消
だ
け
で
は
な
く
、「
性

的
指
向（
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）」

「
性
自
認
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）」

等
に
関
わ
り
な
く
、
一
人
一
人
が
個
人
と
し
て
尊
重

さ
れ
る
社
会
で
す
。
性
的
指
向
と
は
、
人
の
恋
愛
や

性
愛
が
ど
の
よ
う
な
性
を
対
象
と
す
る
か
を
示
す
概

念
（
例
：
異
性
愛
、
同
性
愛
、
男
女
両
方
を
対
象
と

す
る
両
性
愛
、い
ず
れ
も
対
象
と
し
な
い
無
性
愛
等
）

を
い
い
ま
す
。
性
自
認
と
は
、
自
ら
の
性
に
対
す
る

自
己
認
識
（
例
：
女
性
で
あ
る
か
、
男
性
で
あ
る
か
、

そ
の
中
間
で
あ
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
か
、

流
動
的
で
あ
る
か
等
）
で
、
両
者
を
合
わ
せ
て
Ｓ
Ｏ

Ｇ
Ｉ
と
呼
び
ま
す
。

こ
れ
ら
の
多
様
な
性
の
在
り
方
は
、
性
的
指
向
と

性
自
認
等
を
掛
け
合
わ
せ
た
、多
様
性
と
連
続
性（
グ

ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
と
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
）が
あ
る
も
の
で
す
。

近
年
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
・
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
に
限
ら
ず
様
々
な
表

し
方
が
あ
り
ま
す
が
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
呼
び
方

や
分
類
の
方
法
で
は
な
く
、
性
的
指
向
・
性
自
認
等

を
含
む
性
別
の
在
り
方
は
一
人
一
人
異
な
る
多
様
性

が
あ
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
を
持
つ
こ
と
だ
と
考
え

ま
す
。
女
性
が
抱
え
て
い
る
様
々
な
社
会
課
題
を
女

性
だ
け
で
解
決
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
と
同

様
に
、
全
て
の
人
が
持
つ
性
自
認
と
性
的
指
向
に
関

す
る
課
題
は
社
会
全
体
で
解
決
す
べ
き
課
題
で
す
。

一
人
一
人
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
当
事
者
と

支
援
者
を
線
引
き
し
な
い
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー

ジ
ョ
ン
の
視
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
女
性
・
男
性
の

二
分
法
に
よ
ら
な
い
多
様
な
性
の
在
り
方
を
認
め
合

い
、
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
の
人
が
自
分
ら
し
く

生
き
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

（
１
）
条
例
の
名
称

条
例
の
中
身
を
一
目
で
分
か
り
や
す
く
、
的
確
に

表
す
よ
う
な
名
称
と
す
る
た
め
、
委
員
会
で
も
時
間

を
か
け
て
議
論
を
行
い
ま
し
た
。

ま
ず
、
条
例
第
２
条
で
は
「
男
女
平
等
参
画
」
の

用
語
の
意
味
を
、「
全
て
の
人
が
、性
別
、性
的
指
向
、
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性
自
認
等
に
か
か
わ
り
な
く
個
人
と
し
て
尊
重
さ

れ
、
そ
の
個
性
と
能
力
を
発
揮
し
、
社
会
の
あ
ら
ゆ

る
分
野
に
お
け
る
活
動
に
参
画
す
る
こ
と
」
と
定
義

し
て
い
ま
す
。「
共
同
参
画
」で
は
な
く「
平
等
参
画
」

と
し
た
の
は
、
共
同
参
画
の
前
提
に
平
等
の
理
念
が

あ
り
、
年
齢
を
問
わ
ず
多
く
の
人
に
分
か
り
や
す
い

表
現
と
す
る
た
め
で
す
。

こ
の
男
女
平
等
参
画
の
意
味
を
正
確
に
表
現
す
る

た
め
、「
女
性
・
男
性
・
多
様
な
性
」
の
全
て
の
人

に
語
り
か
け
る
よ
う
な
名
称
に
し
た
い
と
考
え
ま
し

た
。
ま
た
、条
例
で
は
女
性
の
課
題
解
決
の
た
め「
女

性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
推
進
」
を
市
の
重
要
施

策
と
し
て
掲
げ
て
お
り
、「
女
性
」
を
名
称
の
冒
頭
に

位
置
付
け
る
こ
と
と
し
、
条
例
名
が
決
定
し
ま
し
た
。

〔
そ
の
他
の
名
称
案
〕（
注
）
国
立
市
男
女
平
等
推
進

市
民
委
員
会
答
申
よ
り

・	

「
国
立
市
（
く
に
た
ち
）
男
女
平
等
参
画
推
進

条
例
」

・	

「
国
立
市
男
女
平
等
と
多
様
な
性
を
認
め
合
う

社
会
を
推
進
す
る
条
例
」

・	

「
国
立
市
す
べ
て
の
人
が
性
別
に
か
か
わ
ら
ず

平
等
に
参
画
す
る
社
会
を
推
進
す
る
条
例
」

（
２
）
条
例
の
基
本
理
念

条
例
で
は
９
つ
の
基
本
理
念
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

市
、
市
民
、
教
育
関
係
者
、
事
業
者
等
は
、
こ
の

基
本
理
念
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
に
、
男
女
平
等
参

画
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

基
本
理
念
①
で
は
、「
性
的
指
向
、
性
自
認
等
」

を
含
め
た
性
別
に
よ
る
差
別
的
取
扱
い
や
暴
力
の
禁

止
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
基
本
理
念
②
に
、
性

的
指
向
及
び
性
自
認
等
に
関
す
る
公
表
（
カ
ミ
ン
グ

ア
ウ
ト
）
の
自
由
の
保
障
を
明
記
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、（
４
）
で
詳
し
く
扱
い
ま
す
。

基
本
理
念
⑦
で
は
、
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル

ス
／
ラ
イ
ツ
の
理
念
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
リ
プ

ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
／
ラ
イ
ツ
は
、
一
般
的
に

「
性
と
生
殖
に
関
す
る
健
康
と
権
利
」
と
言
い
ま
す
。

女
性
が
各
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
健
康
な
生
活

を
営
み
、
結
婚
や
出
産
を
す
る
・
し
な
い
等
に
つ
い

て
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
選
択
で
き
、
必
要
な
情
報

が
得
ら
れ
る
よ
う
支
援
を
し
ま
す
。

基
本
理
念
⑧
は
複
合
差
別
の
解
消
を
明
記
し
て
い

ま
す
。性
別
に
加
え
て
、し
ょ
う
が
い
や
外
国
に
ル
ー

ツ
が
あ
る
こ
と
等
の
様
々
な
複
合
的
な
要
因
が
重

な
っ
て
特
に
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
人
へ
の

支
援
を
行
う
こ
と
を
う
た
っ
て
い
ま
す
。	

条
例
の
基
本
理
念

①	

性
別
、
性
的
指
向
、
性
自
認
等
に
よ
る
差
別

的
取
扱
い
や
暴
力
を
根
絶
し
、
全
て
の
人
が
、

個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
。

②	

性
的
指
向
、
性
自
認
等
に
関
す
る
公
表
の
自

由
が
個
人
の
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
。

③	

全
て
の
人
が
、
性
別
に
よ
る
固
定
的
な
役
割

分
担
意
識
に
基
づ
く
社
会
制
度
や
慣
行
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
個
性
と
能
力
を
発
揮

し
、
自
ら
の
意
思
と
責
任
に
よ
り
多
様
な
生
き

方
を
選
択
で
き
る
こ
と
。

④	

全
て
の
人
が
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、
あ

ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
活
動
方
針
の
立
案
及
び

決
定
に
平
等
に
参
画
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る

こ
と
。

⑤
学
校
教
育
、
社
会
教
育
、
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る

教
育
の
場
に
お
い
て
、
生
涯
を
通
じ
た
男
女
平

等
参
画
意
識
の
形
成
に
向
け
た
取
組
が
行
わ
れ

る
こ
と
。

⑥	

全
て
の
人
が
、
相
互
の
協
力
と
社
会
の
支
援

の
下
に
、
家
庭
生
活
、
職
場
、
地
域
に
お
け
る

活
動
の
調
和
の
と
れ
た
生
活
を
営
む
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

⑦	

全
て
の
人
が
、
妊
娠
、
出
産
等
の
性
と
生
殖

に
関
す
る
健
康
と
権
利
を
認
め
合
い
、
生
涯
に

わ
た
っ
て
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
選
択
で
き
る

こ
と
。

⑧	

性
別
に
よ
る
差
別
的
取
扱
い
及
び
複
合
差
別

を
理
由
と
し
て
、
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
い

る
人
を
支
援
す
る
た
め
の
取
組
が
行
わ
れ
る
こ

と
。

⑨
国
際
社
会
及
び
国
内
に
お
け
る
男
女
平
等
参
画

に
係
る
取
組
を
積
極
的
に
理
解
す
る
こ
と
。

先進・ユニーク条例
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（
３
）
教
育
関
係
者
の
責
務

市
、
市
民
、
事
業
者
等
の
責
務
に
加
え
て
、
教
育

関
係
者
の
責
務
を
定
め
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。

性
別
に
関
す
る
個
人
の
意
識
や
考
え
方
は
、
幼
少

時
の
環
境
に
大
き
く
影
響
を
受
け
る
こ
と
か
ら
、
特

に
教
育
関
係
者
の
役
割
は
重
要
で
す
。
文
教
都
市
で

あ
る
国
立
市
に
は
多
数
の
教
育
機
関
が
あ
り
ま
す
。

学
校
教
育
や
社
会
教
育
等
の
あ
ら
ゆ
る
教
育
の
場
に

お
い
て
、
生
涯
を
通
じ
て
男
女
平
等
意
識
が
育
ま
れ

る
よ
う
、
全
て
の
教
育
関
係
者
が
共
通
の
基
本
理
念

を
も
っ
て
実
践
す
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

（
４
）
性
的
指
向
・
性
自
認
等
の
公
表
の
権
利

条
例
で
は
、
性
的
指
向
、
性
自
認
等
に
つ
い
て
公

表
を
す
る
こ
と
も
公
表
を
し
な
い
こ
と
も
個
人
の
権

利
で
あ
り
、
他
者
は
本
人
の
意
思
に
反
し
た
周
囲
へ

の
公
表
（
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
）、
公
表
の
強
制
、
又
は

公
表
を
禁
止
す
る
よ
う
な
強
制
の
い
ず
れ
も
行
っ
て

は
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
第
３
条
の
基
本
理
念
に
お
い
て
「
性
的
指

向
、
性
自
認
等
に
関
す
る
公
表
の
自
由
が
個
人
の
権

利
と
し
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
」
と
、
本
人
の
公
表
の

権
利
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
第
８
条
の
禁

止
事
項
等
に
お
い
て
「
何
人
も
、
性
的
指
向
、
性
自

認
等
の
公
表
に
関
し
て
、
い
か
な
る
場
合
も
、
強
制

し
、
若
し
く
は
禁
止
し
、
又
は
本
人
の
意
に
反
し
て

公
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
、
本
人
以
外
の
禁
止
行

為
と
し
て
定
め
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

公
表
の
権
利
規
定
が
加
わ
っ
た
の
は
、
前
述
の
よ

う
に
、
市
内
在
住
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
当
事
者
か
ら
の
「
性

的
指
向
と
性
自
認
に
つ
い
て
個
人
を
尊
重
す
る
と
い

う
全
体
の
印
象
は
あ
る
が
、
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
を
強

制
す
る
よ
う
な
印
象
に
も
見
て
と
れ
る
」「
カ
ミ
ン

グ
ア
ウ
ト
を
強
制
し
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
取

り
入
れ
て
ほ
し
い
」
と
の
意
見
が
き
っ
か
け
で
す
。

性
的
指
向
及
び
性
自
認
等
の
公
表
の
権
利
を
条
例
で

扱
っ
た
例
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
性
的
指
向
及
び
性

自
認
等
を
扱
う
上
で
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い

問
題
と
考
え
ま
し
た
。

勇
気
を
も
っ
て
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
し
た
結
果
、
信

頼
し
て
打
ち
明
け
た
友
人
や
家
族
等
か
ら
受
容
さ
れ

ず
、
ま
た
、
そ
の
信
頼
し
た
相
手
に
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ

を
さ
れ
れ
ば
、
心
理
的
安
全
性
は
大
き
く
揺
ら
ぎ
、

自
傷
行
為
や
自
殺
行
為
等
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
公

表
す
る
権
利
と
公
表
し
な
い
権
利
の
双
方
が
保
障
さ

れ
る
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
条
例
の
周
知
を
図
る

と
共
に
、
積
極
的
な
教
育
啓
発
活
動
に
努
め
ま
す
。

（
５
）
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
つ
い
て

第
２
章
で
は
、
基
本
理
念
に
基
づ
き
、
市
が
推
進

す
べ
き
８
つ
の
基
本
的
施
策
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

そ
の
特
徴
的
な
一
つ
が
、
第
13
条
の
「
女
性
の
エ
ン

パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
推
進
」
で
す
。

女
性
が
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
の
実
現
は
、
女
性

の
み
な
ら
ず
、
全
て
の
人
が
暮
ら
し
や
す
い
地
域
社

会
を
実
現
す
る
重
要
な
視
点
で
す
。
女
性
が
様
々
な

意
思
決
定
の
過
程
に
加
わ
る
仕
組
み
を
作
り
、
社
会

状
況
を
改
革
・
改
善
す
る
た
め
、
女
性
自
ら
が
本
来

持
っ
て
い
る
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
整
備

す
る
こ
と
を
う
た
っ
て
い
ま
す
。

４　

条
例
制
定
に
基
づ
く
取
組

（
１
）
く
に
た
ち
男
女
平
等
参
画
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

お
け
る
各
種
事
業
、
相
談
の
実
施
等

条
例
推
進
の
拠
点
施
設
と
し
て
、
平
成
30
年
５
月

に
、
Ｊ
Ｒ
国
立
駅
前
高
架
下
に
「
く
に
た
ち
男
女
平

等
参
画
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
開
設
し
ま
し
た
。
①
女

くにたち男女平等参画ステーション
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性
と
男
性
の
多
様
な
性
に
関
す
る
相
談
支
援
、
②
イ

ベ
ン
ト
や
講
座
を
通
じ
た
普
及
啓
発
、
③
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
情
報
誌
等
を
活
用
し
た
情
報
収

集
・
提
供
・
発
信
、
④
市
民
の
交
流
促
進
、
⑤
各
事

業
を
通
じ
た
調
査
・
分
析
、
⑥
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
サ

ポ
ー
タ
ー
の
育
成
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

「
一
人
一
人
を
大
切
に
す
る
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、

女
性
の
健
康
や
暮
ら
し
等
の
様
々
な
生
活
の
困
り
ご

と
を
共
に
考
え
る
た
め
の
総
合
相
談
の
ほ
か
に
、
性

的
指
向
と
性
自
認
に
関
す
る
本
人
や
家
族
等
か
ら
の

相
談
を
受
け
付
け
る
電
話
相
談
窓
口
「
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
相

談
」
等
の
各
種
専
門
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
条
例
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ス
テ
ッ
カ
ー
の
配
布

条
例
の
趣
旨
を
よ
り
理
解
し
や
す
く
説
明
し
た
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
市
民
、
教
育
関
係
者
、
事

業
者
等
に
配
布
を
行
っ
て
い
ま
す
。
特
に
事
業
者
に

向
け
て
は
条
例
の
応
援
ス
テ
ッ
カ
ー
を
配
布
し
、
窓

口
や
店
舗
等
に
掲
示
い
た
だ
い
た
企
業
等
を
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。
ス
テ
ッ
カ
ー
の
デ
ザ

イ
ン
は
、
多
様
性
の
象
徴
で
あ
る
６
色
の
レ
イ
ン

ボ
ー
・
カ
ラ
ー
が
モ
チ
ー

フ
と
な
っ
て
お
り
、
市
内

の
様
々
な
場
所
で
こ
の

マ
ー
ク
が
目
に
付
く
こ
と

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

（
３
）「TO

K
Y

O
 R

A
IN

B
O

W
 P

R
ID

E

」
出
展

広
く
条
例
の
周
知
を
図
る
た
め
の
取
組
と
し

て
、代
々
木
公
園
に
て
開
催
さ
れ
た
「T

O
K
Y
O
	

RA
IN
BO
W
	PRID

E	2018

」に
市
と
し
て
ブ
ー

ス
出
展
を
行
い
、
条
例
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布

す
る
と
共
に
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
を
行
い
ま
し

た
。そ

の
他
、
市
内
で
は
条
例
を
共
に
考
え
る
市

民
の
会
が
発
足
し
、
共
に
力
を
合
わ
せ
て
条
例

を
推
進
す
る
た
め
の
検
討
会
を
定
期
開
催
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
企
業
や
学
校
等
に
向
け
た
条

例
の
出
前
講
座
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

今
後
も
条
例
制
定
に
基
づ
く
取
組
を
継
続
的

に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
条
例
を
多
様
な
立
場

の
方
に
理
解
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
的

な
取
組
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
、
条
例

推
進
の
輪
作
り
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

５　

お
わ
り
に

こ
の
条
例
は
罰
則
規
定
が
な
い
、
い
わ
ゆ
る

理
念
条
例
で
す
。
罰
則
で
は
な
く
、
対
話
と
協

力
の
実
践
の
中
で
育
ま
れ
る
条
例
で
あ
っ
て
ほ

し
い
と
い
う
願
い
が
あ
り
ま
す
。

条
例
を
作
る
ま
で
の
経
過
は
、
国
立
市
が
真

の
意
味
で
住
み
や
す
く
、
そ
し
て
多
様
な
人
々

が
共
生
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
な
る
た
め
に
何

が
必
要
か
に
つ
い
て
、
委
員
会
と
市
民
と
が
真

ステッカー

パンフレット

先進・ユニーク条例
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剣
に
議
論
し
、
そ
し
て
そ
の
共
通
の
思
い
を
条
例
に

託
す
た
め
の
努
力
の
経
過
で
あ
り
ま
し
た
。
今
な
お

根
強
い
固
定
的
性
別
役
割
分
担
意
識
の
解
消
も
、

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
も
、
多
様
な

性
の
施
策
も
、
全
て
共
通
に
つ
な
が
っ
た
人
権
課
題

で
あ
り
、
性
別
の
平
等
を
目
指
す
そ
の
先
に
、
多
様

な
一
人
一
人
が
尊
重
さ
れ
共
生
す
る
と
い
う
意
味
で

の
真
の
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の
実
現
が
あ
る
と
考
え
ま

す
。こ

の
「
国
立
市
女
性
と
男
性
及
び
多
様
な
性
の
平

等
参
画
を
推
進
す
る
条
例
」
が
、
地
域
社
会
の
中
で

様
々
な
人
の
結
び
つ
き
と
調
和
を
生
み
出
し
、
性
別

に
か
か
わ
ら
ず
誰
も
が
自
分
ら
し
く
生
活
で
き
る
社

会
の
実
現
の
一
歩
と
な
る
よ
う
、
市
、
市
民
、
教
育

関
係
者
、
事
業
者
等
が
一
体
と
な
っ
て
更
な
る
推
進

を
図
り
ま
す
。
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